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介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号通所事業（介護予防通所介護相当・通所型サービス A）重要事項説明書 

 

  利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 慈愛会 

主たる事務所の所在地 〒329-1304 栃木県さくら市鍛冶ケ澤５７番地１ 

代表者（職名・氏名） 理事長 高 塩 文 也 

設 立 年 月 日 平成 ７年１２月２０日 

電 話 番 号 ０２８－６８１－１２１１ 

 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 デイサービスセンター エリム 

サ ー ビ ス の 種 類 第１号通所事業（介護予防通所介護相当・通所型サービスＡ） 

事 業 所 の 所 在 地 〒329-1304 栃木県さくら市鍛冶ケ澤５７番地１ 

電 話 番 号 ０２８－６８１－１２１１ 

管理者（職名・氏名） 施設長 高 塩 文 也 

指定年月日・事業所番号 平成１２年２月１日指定 ０９７２６００１７５ 

実施単位・利用定員 ２単位 

月

月曜日～土曜日 

定 

定員３４人（要介護状態含む） 

定員 １人（通所型サービスＡ） 

ア

日曜日 

定員１４人（要介護状態含む） 

定員 １人（通所型サービスＡ） 

通常の事業の実施地域 

介護予防通所介護相当サービス（さくら市、高根沢町） 

通所型サービスＡ（さくら市） 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要支援状態等にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自

立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに

安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを

目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他の関係

法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町や事業者、地域の保健・医療・

福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の

防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努

めます。 
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４．提供するサービスの内容 

第１号通所事業（介護予防通所介護相当,通所型サービスＡ）は、事業者が設置する事業所（デイサー

ビスセンター）に通っていただき、食事、排泄、入浴等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態

の確認やその他、利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の

維持を図るサービスです。（※通所型サービスＡについては、入浴サービスは含みません。） 

 

 

５．営業日時 

営 業 日 年中無休（但し、１２月３０日～１月３日を除く） 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス 

提供時間 

 介護予防通所介護相当（午前９時４５分から午後４時４５分まで） 

 通所型サービスＡ（午前１０時から午後２時まで） 

 延長につきましては、ご相談下さい。 

 

 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 職務の形態・人数 

生活相談員  

 

 

 

介護予防通所介護相当 

常勤１人以上  

 

 

 

通所型サービスＡ 

 

看護職員 

 

常勤１人以上  

介護職員 

 

常勤５人以上 常勤１人以上 

機能訓練指導員 

 

常勤２人 

（兼務） 

 

 

 

 

７．サービス提供の担当者 

 あなたへのサービス提供の担当者は下記のとおりです。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

担当職員の氏名    
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８．利用料 

利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、利用者からお支払い 

いただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の１割～３割の額です。 

 

 

 

（１）第1号通所事業サービスの利用料・・・基本部分、加算、減算の合計の額となります。 

  

※ 単位数×10.14（地域区分）したものが、金額（円）となります。 

 

 

 

【基本部分：通所型サービスＡ】 

利用者の要介護度 基本利用料 利用者負担 

（1割） 

利用者負担 

（2割） 

利用者負担 

（3割） 

事業対象者 

要支援1 

 

【週１回程度利用】 

 

1,618単位 

（１月につき） 

 

1,618単位 

 

3.236単位 

 

4.854単位 

    事業対象者 

要支援2 

 

【週２回程度利用】 

 

3,259単位 

（１月につき） 

 

3,259単位 

 

6.518単位 

 

9.777単位 

 

 

 

【基本部分：介護予防通所介護相当】       

 

利用者の要介護度 

 

基本料金 

 

利用者負担 

（1割） 

 

利用者負担 

（2割） 

 

利用者負担 

（3割） 

 

要支援2 

（ケアマネジメン

 トにおいて利用

が適当と判断 

された方） 

 

 

 

3.621単位 

【週 2回程度】 

（1月につき） 

 

 

3.621単位 

 

 

 

7.242単位 

 

 

10.863単位 

 

（注１）上記の基本利用料は、それぞれの市町における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する

要綱で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、

その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 
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【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

利用者負担 

 （3割） 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している場合 

 

要支援１ ８８単位 ８８単位 １７６単位 ２６４単位 

要支援２ １７６単位 １７６単位 ３５２単位 ５２８単位 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

要支援１ ７２単位 ７２単位 １４４単位 ２１６単位 

要支援２ １４４単位 １４４単位 ２８８単位 ４３２単位 

      

サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 

要支援１ ２４単位 ２４単位 ４８単位 72単位 

要支援２ ４８単位 ４８単位 ９６単位 144単位 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※加算Ⅰ～Ⅲのいずれか１つを算定する。 

※（注１） 

加算Ⅰは、１月

の利用料金（基

本部分＋各種加

算減算）×5.9％ 

（加算Ⅱは×4.3

％） 

（加算Ⅲは×2.3

％） 

左記額の１割 左記額の２割 

 

 

 

 

左記額の 3割 

介護職員 

処遇改善加算Ⅱ 

介護職員 

処遇改善加算Ⅲ 

 

介護職員等 

特定処遇改善加算Ⅰ 当該加算の算定要件を満たす場合 

加算Ⅰ～Ⅱのいずれか１つを算定する。 

※（注１） 

加算Ⅰは、１月

の利用料金（基

本部分＋各種加

算減算）×1.2％ 

（加算Ⅱは×1.0

％） 

左記額の１割 左記額の２割 

 

 

 

左記額の３割 

介護職員等 

特定処遇改善加算Ⅱ 

科学的介護推進体制加算  ４０単位 ４０単位 ８０単位 １２０単位 

介護職員等 

ベースアップ加算 
 

１月の利用料金

（基本部分＋各

種加算減算）×

1.1％ 

左記額の1割 左記額の２割 

 

 

左記額の３割 

 

 

（注１）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

 

 

（２）その他の費用 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき６４５円の食費をいただきます。 

おむつ代 おむつの提供を受けた場合、１枚１５０円の実費をいただきます。 

入 浴 代 
通所型サービスＡについて、入浴提供は原則なしですが希望により入浴した場合、 

１回につき４００円の自費をいただきます。 

そ の 他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認め

られるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）につ

いて、費用の実費をいただきます。 
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（３）支払い方法 

 上記（１）から（２）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますの

で、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月のあらかじめ指定した日に、利用者が指定する 

口座より引き落としを致します。事前にお申し出下さい。 

現金払い サービスを利用した月の翌月の末日までに、現金でお支払いください。 

 

９．緊急時における対応方法 

当施設において、サービス提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じた場合、速やかに管理医

師及びあらかじめ定めている協力医療機関へ連絡及び必要な措置を講じます。また、事故が発生した場

合においては保険者及び利用者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応 

 事業者は、利用者に対して第１号通所事業サービスの提供により、事故が発生した場合は、速やかに

さくら市、各保険者、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。 

１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号  ０２８－６８１－１２１１ 

面接場所 当事業所または利用者及びその家族が希望する場所 

 
（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

さくら市役所 （高齢課） 電話番号 ０２８－６８１－１１５５ 

高根沢町役場 （健康福祉課） 電話番号 ０２８－６７５－８１０５ 

栃木県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０２８－６４３－２２２０ 

１２．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。 

（２）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いし

ます。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域

包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

１３．非常災害対策  

（１）当施設に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取組みを行います。 

（２）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従事者に周知します。 

（３）定期的に避難、救出、その他必要な訓練（夜間想定訓練を含む）を行います。 

 消防署立会避難訓練実施時期：（毎年２回９月、３月を予定しています） 

１４.損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業所はその責任の範囲に

おいて損害を賠償します。 

事業所は、民間企業の提供する損害賠償保険に加入しています。賠償に相当する可能性がある場合は、 

利用者又はご家族の方に当該保険の調査等の手続きにご協力いただく場合があります。 
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１５． 身体拘束について 

エリム事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該利用者または他の利用

者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、その様態及び時間、その

際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。また当施設は、身体的拘束等の適正

化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

１６.虐待の防止について 

当施設では、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、指針を整え次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

（１）職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 

（２）虐待防止検討委員会を設置しています。 

 

（３）適切に実施するための担当者は虐待防止検討委員会の職員とします。 

 

（４）サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、基本方針に従いこれを市

町村に通報します。 

 

（５）職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者等の権利擁

護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

１７．衛生管理について 

エリム事業所において、感染が発症し又はまん延しないように次の各号掲げる措置を講じます。 

（１）施設における感染症の予防及びまん延のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとします。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ります。  

 

（２）施設における感染症の予防及びまん延のための指針を整備します。 

 

（３）施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施します。 

 

１８．業務継続計画の策定について 

エリム事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に 

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と 

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

 

２ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施 

します。 

 

３ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
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１９．個人情報の利用目的 

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおりとさせていただきます。 

 

【利用者へのサービスに必要な利用目的】 

 ・事業所内部での利用目的 

  １．利用者に提供する介護サービス 

  ２．介護保険事務 

  ３．入退所等の管理 

  ４．会計・経理 

  ５．苦情・事故等の報告 

  ６．当該利用者への介護サービスの向上 

  ７．学生の実習等への協力 

  ８．ボランティア活動への協力 

  ９．サービス向上を目的とした事例研究 

  10．その他、利用者に係わる管理運営業務 

 

・他の事業所等への情報提供を伴う利用目的 

  １．他の介護保険施設、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、病院 

    診療所との連携（サービス担当者会議等）及び照会への回答 

  ２．利用者の健康管理にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

  ３．検査業務の委託、その他の委託業務 

  ４．家族等への心身の状況説明 

  ５．介護保険事務のうち審査支払機関へのレセプトの提出 

  ６．審査支払機関または保険者からの照会への回答 

  ７．損害保険等に係る保険会社等への相談または届出等 

 

 ・上記以外の利用目的 

  １．医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

  ２．外部監査機関への情報提供 

  ３．安全確認や事故防止のための居室等の氏名の掲示 

  ４．電話や面会での所在の回答 

  ５．事業所内での写真、作品等の掲示 

 

 上記のうち、同意頂けない事項がある場合にはその旨お申し出下さい。お申し出のない事項に関しては

同意頂けたものとしてお取り扱いさせて頂きますが、いつでも変更は可能です。 
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 令和   年    月    日 
 
第1号通所事業のサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

 

事 業 者  所在地   栃木県さくら市鍛冶ケ澤５７番地１ 

事業者名  社会福祉法人 慈愛会 

デイサービスセンター エリム 

 

説明者職・氏名                   印  

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、第１号通所事業サービスの提供開始に 

同意しました。 

 
 

                    利用者  住 所                    

 

氏 名                    印   

 

家族等  住 所                       

 

氏 名                    印  

 

私は、下記の理由により利用者に代わり上記署名を行いました。 

私は、利用者本人の同意を確認しました。 

 

                         代筆者氏名                 印  

   

 署名できない理由： 

 

 

  

 

交付年月日  令和   年   月   日 

 

 


